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住宅の改修に対する減額

減額内容 減額要件（※１） 必要書類 備考

耐
震
改
修

現行の耐震基準に適合するよ
う一定の改修工事を行った場
合、翌年度から一定期間の固
定資産税を１戸当たり１２０
㎡を限度に、２分の１（長期
優良住宅の認定を受けた場合
は３分の２）を減額します。

▽昭和５７年１月１日以前に建築された住宅（併用住宅の場合は、
居住部分の割合が２分の１以上）であること

▽平成３２年３月３１日までに工事を完了すること
▽現行の耐震基準に適合すること

▽耐震改修に要した費用が１戸当たり５０万円超であること

▽原則として、工事完了後３か月以内に申告すること

▽固定資産税（住宅耐震改修）減額申告書

▽増改築等工事証明書（耐震改修が行われたことの
証明書）�〈※２〉

▽工事費用の内訳が確認できる見積書の写し等

▽工事費用の支払額が確認できる領収証の写し等

▽長期優良住宅認定通知書の写し（※３）

減額期間

▽一般住宅…１年間

▽通行障害既存耐震
不適格建築物に該
当する住宅…２年
間

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

一定のバリアフリー改修工事
を行った場合、翌年度分の固
定資産税に限り、１戸当たり
１００㎡を限度に、３分の１
を減額します。

▽新築された日から１０年以上を経過した住宅（併用住宅の場合
は、居住部分の割合が２分の１以上。賃貸住宅を除く）である
こと

▽次のいずれかの方が居住する住宅であること①６５歳以上の方
②介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方③
障害者手帳等をお持ちの方

▽平成３２年３月３１日までに工事を完了すること

▽次に該当する工事で、国または地方公共団体からの補助金等を
除く自己負担工事費が５０万円超であること①廊下の拡幅②階
段の勾配緩和③浴室、トイレの改良④手すりの取り付け⑤床の
段差解消⑥床の滑り止め化⑦引き戸への取り替え

▽改修後の住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であること

▽原則として、工事完了後３か月以内に申告すること

▽固定資産税（住宅バリアフリー改修）減額申告書

▽居住する方の区分に応じた書類

　 ▽ �６５歳以上の高齢者の場合…居住者の住民票の写
し（市内在住者は不要）

　 ▽ �要介護および要支援認定者の場合…介護保険の被
保険者証の写し

　 ▽ �障害者手帳等をお持ちの方の場合…身体障害者手
帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳等の写し

▽工事費用の内訳が確認できる見積書の写し等

▽工事施工箇所の写真

▽工事費用の支払額が確認できる領収証の写し等

▽工事費用の補助金等を受けている場合は、交付・給
付決定書の写し等〈住宅改造補助金交付および介護
保険給付金の決定（確定）通知書等〉

▽耐震改修の減額の
対象となっている
年度には適用され
ません。

▽減額措置は、１戸
につき１回限りで
す。

▽バリアフリー改修
と省エネ改修は、
重複可能です。

省
エ
ネ
改
修

省エネ基準に適合する一定の
改修工事を行った場合、翌年
度分の固定資産税に限り、１
戸当たり１２０㎡を限度に、
３分の１（長期優良住宅の認
定を受けた場合は３分の２）
を減額します。

▽平成２０年１月１日以前に建築された住宅（併用住宅の場合は、
居住部分の割合が２分の１以上。賃貸住宅を除く）であること

▽平成３２年３月３１日までに工事を完了すること

▽省エネ基準に適合する次の工事で、国または地方公共団体から
の補助金等を除く自己負担工事費が５０万円超であること①窓
の改修工事（必須要件…二重サッシ化、複層ガラス化など）②
床の断熱改修工事③天井の断熱改修工事④壁の断熱改修工事

▽改修後の住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であること

▽原則として、工事完了後３か月以内に申告すること
▽固定資産税（住宅省エネ改修）減額申告書

▽増改築等工事証明書（省エネ改修が行われたことの
証明書）�〈※２〉�

▽工事費用の内訳が確認できる見積書の写し等（熱損
失防止改修工事証明書に工事費の額の記載がある場
合は不要）

▽工事費用の支払額が確認できる領収証の写し等

▽工事費用の補助金等を受けている場合は、交付・給
付決定書の写し等

▽長期優良住宅認定通知書の写し（※３）

※１　税制改正により、減額要件等が改正される場合があります。
※２　証明書の発行者は次のとおりです。①建築士事務所に属する建築士②指定確認検査機関③登録住宅性能評価機関④住宅かし担保責任保険法人
※３　長期優良住宅の認定を受けた場合のみ必要です。

固定資産税（家屋）の減額・減免
問い合わせ　資産税課家屋係

新築住宅に対する減額

　住宅を新築した方には、

固定資産税額を算定するた

めの家屋調査の際、申請方

法をご説明します。

減�額内容　住宅部分のうち

１２０㎡までの固定資

産税額を２分の１

住宅の種別 減額期間

一般の住宅
３階建て以上の中高層耐火住宅 ５年間

上記以外 ３年間

認定長期優良住宅
３階建て以上の中高層耐火住宅 ７年間

上記以外 ５年間

災害で被害を受けた家屋に対する減免

　土砂災害、水害、雪害、火災などの災害により、固定

資産税が課税されている家屋に重大な被害があった場合

は、その程度に応じて固定資産税・都市計画税が減免さ

れる制度があります。ただし、雨どいやガラスなどの軽

微な破損は対象となりません。

　減免を受けるには、現地調査が必要となり

ますので、資産税課へご連絡ください。

資

源

物

の

回

収

　
水
曜
日
は
、
資
源
物
の
行
政

回
収
の
日
で
す
。

※
地
域
等
で
実
施
す
る
集
団

回
収
を
優
先
的
に
利
用
し

ま
し
ょ
う
。

※
新
聞
、
折
込
チ
ラ
シ
、
雑
誌
、

雑
紙
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
、
飲
料

用
紙
パ
ッ
ク
は
、
雨
の
日
で

も
出
せ
ま
す
。
ビ
ニ
ー
ル
袋

等
に
は
入
れ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

第
１
水
曜
日
…
新
聞
、
折
込
チ

ラ
シ
　

▽
新
聞
と
折
込
チ
ラ
シ
は
一
緒

に
ひ
も
で
束
ね
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

第
２
水
曜
日
…
雑
誌
、
雑
紙

▽
ひ
も
で
束
ね
る
か
紙
袋
に
入

れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

第
３
水
曜
日
…
ダ
ン
ボ
ー
ル
、

飲
料
用
紙
パ
ッ
ク

▽
ダ
ン
ボ
ー
ル
は
ひ
も
で
束
ね

て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
飲
料
用
紙
パ
ッ
ク
は
水
洗
い

し
て
乾
か
し
、
切
り
開
い
て

か
ら
ひ
も
で
束
ね
て
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
中
に
ア
ル
ミ
が
貼
っ
て
あ
る

も
の
は
燃
や
す
ご
み
へ

第
４
水
曜
日
…
繊
維
類

▽
種
類
ご
と
（
繊
維
、か
ば
ん
、

靴
、
ベ
ル
ト
、
ぬ
い
ぐ
る
み
）

に
分
け
、
透
明
ま
た
は
半
透

明
の
袋
に
入
れ
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
汚
れ
や
傷
み
が
ひ
ど
い
も

の
、
ぬ
れ
て
い
る
も
の
は
回

収
で
き
ま
せ
ん
。

▽
ぬ
れ
る
と
資
源
化
で
き
な
い

た
め
、
雨
の
日
に
出
す
の
は

控
え
て
く
だ
さ
い
。

事

業

系

ご

み

の

排

出

　
事
業
系
ご
み
（
事
務
所
や
店

舗
等
の
事
業
所
か
ら
排
出
さ
れ

る
ご
み
）
は
、
住
宅
兼
事
業
所

の
住
宅
部
分
の
ご
み
を
除
き
、

家
庭
系
一
般
廃
棄
物
指
定
収
集

袋
で
は
出
せ
ま
せ
ん
。

☆
燃
や
す
ご
み
、
燃
や
さ
な
い

ご
み
、
容
器
包
装
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
…
１
回
の
搬

出
量
が
指
定
収
集
袋
の
大

袋
３
袋
以
内
（
小
袋
６
袋
以

内
）
の
場
合
は
、
事
業
系
一

般
廃
棄
物
指
定
収
集
袋
を

用
い
て
出
せ
ま
す
。
大
袋
４

袋
以
上
の
場
合
は
、
青
梅
市

の
許
可
を
持
つ
一
般
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
者
に
処
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
粗
大
ご
み
、
産
業
廃
棄
物
…

廃
棄
物
処
理
業
者
に
処
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
資
源
ご
み
…
資
源
ご
み
は
、

貴
重
な
資
源
と
な
り
ま
す

の
で
、
資
源
物
処
理
業
者
に

依
頼
す
る
な
ど
、
リ
サ
イ
ク

ル
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

お
詫
び
と
訂
正

　
広
報
お
う
め
11
月
１
日
号
５

面
掲
載
「
小
学
生
ご
み
減
量

化
・
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
ポ

ス
タ
ー
＆
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

コ
ン
ク
ー
ル
入
賞
者
発
表
」
の

う
ち
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
コ

ン
ク
ー
ル
優
秀
賞
入
賞
者
氏
名

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し

く
は
、
島
﨑
奈
胡
さ
ん
で
す
。

　
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課

資
源
物
の
回
収
、
事
業
系
ご
み
の
排
出
に
ご
協
力
を

問
い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
の
費
用
を
助
成

　
市
内
の
木
造
住
宅
（
昭
和
56

年
５
月
以
前
に
建
築
の
住
宅
）

の
耐
震
診
断
と
耐
震
改
修
に
つ

い
て
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し

て
い
ま
す
。
耐
震
改
修
を
行
う

と
、
所
得
税
の
特
別
控
除
と
固

定
資
産
税
の
減
額
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
補
助
を
受
け
る
場
合

は
、
契
約
前
に
申
請
・
交
付
決

定
が
必
要
で
す
。
必
ず
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
　
所
有
者
が
み
ず
か
ら
居

住
す
る
戸
建
て
木
造
住
宅

（
軸
組
工
法
２
階
建
て
以
下
）

補
助
率
　
経
費
の
２
分
の
１
以

内
限
度
額
　
耐
震
診
断
…
上
限

５
万
円
▽
耐
震
改
修
…
上

限
50
万
円

�

事
前
相
談
時
の
持
ち
物
　
家
屋

所
在
地
、
所
有
権
、
建
築
確

認
年
月
日
等
が
確
認
で
き

る
書
類
（
建
築
確
認
申
請
書

等
）
▽
平
面
図

※
耐
震
改
修
の
場
合
は
、
診
断

結
果
報
告
書
も
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
住
宅
課
住
宅
政

策
係

　
市
民
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

も
の
（
運
転
免
許
書
等
）
を
お

持
ち
の
う
え
、
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
（
市
役
所
５
階
）
へ
申
請

し
、
手
数
料
２
千
円
を
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。
領
収
書
を
お
持

ち
の
う
え
、
飼
っ
て
い
た
動
物

を
火
葬
場
（
長
淵
５
―
743
・
友

引
の
日
、
１
月
１
日
～
３
日
を

除
く
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

へ
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
犬
の
場
合
は
、
火
葬
の
申
請

時
に
、
死
亡
の
届
け
出
も
必

要
と
な
り
ま
す
。

※
大
型
犬
の
場
合
は
、
事
前
に

火
葬
場
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
火
葬
後
の
骨
は
お
返
し
で
き

ま
せ
ん
。

　
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
月

～
金
曜
日
に
、
ご
自
宅
へ
引
き

取
り
に
伺
う
こ
と
も
で
き
ま

す
。
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※
引
き
取
り
時
に
手
数
料
４
千

円
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
清
掃
係

飼

っ

て

い

た

動

物

の

火

葬

　
犬
の
飼
い
主
に
は
、
飼
い
犬

の
登
録
、
年
１
回
の
狂
犬
病
予

防
注
射
の
接
種
と
届
け
出
、
鑑

札
と
注
射
済
票
の
装
着
が
法
律

で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
続
き
・
費
用

▽
飼
い
犬
の
登
録
・
３
千
円

▽
飼
い
主
・
飼
い
犬
の
所
在
地

変
更
、
飼
い
犬
の
死
亡
の
届

け
出
・
無
料

▽
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交

付
・
550
円

※
注
射
代
等
は
、
動
物
病
院
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
動
物
病
院
が
発
行
す
る
注
射

済
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
環
境
政
策
課
管

理
係

飼
い
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
の
接
種
と
届
け
出


